
山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
七
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
一
一

木 曜 日

第
二
千
七
百
七
十
七
号

　

平
成
三
十
年

三
月
二
十
二
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定	

一
一
一

○
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
の
当
て
は
め
の
一
部
改
正	

一
一
一

○
道
路
の
区
域
変
更	

一
一
一

○
道
路
の
供
用
開
始
（
五
件
）	

一
一
一

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出	

一
一
三

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

一
一
三

　
　
　
　

教
育
委
員
会

○
山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
一
三

○
山
梨
県
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

一
一
四

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
八
十
三
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
代
理
納
付
者
を
指
定
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

指
定
代
理
納
付
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

ヤ
フ
ー
株
式
会
社　

東
京
都
千
代
田

区
紀
尾
井
町
一
番
三
号

二	　

指
定
代
理
納
付
者
に
代
理
納
付
さ
せ
る
歳
入　

寄
附
金
歳
入
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
納

付
す
る
ふ
る
さ
と
納
税
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三	　

指
定
代
理
納
付
者
が
代
理
納
付
の
対
象
と
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
種
類　

次
に
掲
げ
る
国
際

ブ
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が
付
さ
れ
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

　

1　

M
a
s
t
e
r
C
a
r
d

　

2　

V
I
S
A

　

3　

J
C
B

　

4　

A
m
e
r
i
c
a
n　

E
x
p
r
e
s
s

　

5　

ダ
イ
ナ
ー
ス

四	　

指
定
代
理
納
付
者
に
代
理
納
付
さ
せ
る
期
間　

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
八
十
四
号

　

騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
の
当
て
は
め
（
平
成
七
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

　

本
則
の
表
中
「
及
び
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
」
を
「
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
及
び

田
園
住
居
地
域
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
告
示
第
八
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
十
二
日
ま
で

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

百
三
十
九
号

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

大
月
市
七
保
町
瀬
戸
字
矢
坪
一
三
九
六
番
一
地
先

か
ら
大
月
市
七
保
町
瀬
戸
字
矢
坪
一
四
三
六
番
一
地
先

ま
で

旧

二
六
・
六
〜
二
九
・
八

三
三
・
五

新

二
四
・
一
〜
二
五
・
四

三
三
・
五

山
梨
県
告
示
第
八
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
七
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

一
一
二

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

平
沢
千
野
線
甲
州
市
塩
山
竹
森
字
鳥
居
三
〇
〇
二

番
四
地
先
か
ら

甲
州
市
塩
山
竹
森
字
橋
爪
二
九
六
四

番
五
地
先
ま
で

二
二
〇
・
〇

平
成
三
十
年

三
月
二
十
二

日

山
梨
県
告
示
第
八
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

平
沢
千
野
線
甲
州
市
塩
山
竹
森
字
橋
爪
官
有
無
番

地
地
先
か
ら

甲
州
市
塩
山
竹
森
字
橋
爪
二
八
三
三

番
一
地
先
ま
で

五
七
・
〇

平
成
三
十
年

三
月
二
十
二

日

山
梨
県
告
示
第
八
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
十
二
日
ま
で

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

一
般
国
百
三
十
九
号
大
月
市
七
保
町
瀬
戸
字
井
戸
地
向
一

八
五
・
六
平
成
三
十
年

道

三
九
五
番
一
地
先
か
ら

大
月
市
七
保
町
瀬
戸
字
矢
坪
一
四
三

六
番
一
地
先
ま
で

三
月
二
十
二

日

山
梨
県
告
示
第
八
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
十
二
日
ま
で

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

四
日
市
場
上

野
原
線

上
野
原
市
新
田
字
川
井
田
七
三
九
番

三
地
先
か
ら

上
野
原
市
新
田
字
篠
久
保
六
六
二
番

二
地
先
ま
で

一
三
三
・
〇

平
成
三
十
年

三
月
二
十
九

日

山
梨
県
告
示
第
九
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
十
二
日
ま
で

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

新
田
松
留
線
上
野
原
市
新
田
字
杉
島
八
四
八
番
一

一
地
先
か
ら

上
野
原
市
新
田
字
稲
干
場
八
七
三
番

七
地
先
ま
で

一
〇
〇
・
三
平
成
三
十
年

四
月
一
日

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
七
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

一
一
三

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

　
　

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

辻
田
泰
徳

　
　

東
京
都
千
代
田
区
神
田
三
崎
町
三
丁
目
三
番
二
十
三
号　

外
一
者

二　

届
出
の
概
要

　

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

南
ア
ル
プ
ス
ガ
ー
デ
ン

　
　
　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
十
五
所
字
西
原
千
四
百
二
十
三
番
四

　

2　

変
更
し
た
事
項

　
　

㈠	　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

辻
田
泰
徳

東
京
都
千
代
田
区
三
崎
町
三
丁
目
三
番
二
十

三
号　

外
一
者

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

辻
田
泰
徳

東
京
都
千
代
田
区
神
田
三
崎
町
三
丁
目
三
番

二
十
三
号　

外
一
者

　
　

㈡	　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
大
創
産
業

代
表
取
締
役　

矢
野
博
丈

広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉
行
東
一
丁
目
四
番

十
四
号　

外
六
者

株
式
会
社
大
創
産
業

代
表
取
締
役　

矢
野
靖
二

広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉
行
東
一
丁
目
四
番

十
四
号　

外
六
者

　

3　

変
更
の
年
月
日　

平
成
三
十
年
一
月
一
日
外

三　

届
出
年
月
日　

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
二
十
三
日
ま
で

◉　

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

南
都
留
郡
山
中
湖
村
平
野
字
新
井
六
十
九
番

一
、
七
十
番
四
、
七
十
一
番
四
及
び
七
十
二
番
の
区
域

二	　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
二
百
三
十
七
番
一　

山
中

湖
村
長　

高
村
文
教

　
　
　
　
　
　

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

　

山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

守　
　

屋　
　
　
　
　

守　
　

　
　
　

山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
山
梨
県
立
峡
南
高
等
学
校
の
項
中

「

電
子
機
械
科
、
ク
ラ
フ
ト
科
、
土
木
シ
ス
テ
ム
科

」

を
「

電
子
機
械
科
、
土
木
シ
ス
テ
ム
科

」
に
改
め
る
。



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
七
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

一
一
四

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

山
梨
県
立
峡
南
高
等
学
校
の
ク
ラ
フ
ト
科
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
高
等
学
校

学
則
別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
に
当
該
学
科
に
在
学
す
る
者
が

当
該
学
科
に
在
学
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

県

立

図

書

館

県

立

美

術

館

県

立

博

物

館

県
立
考
古
博
物
館

県

立

文

学

館

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

県

立

学

校

　

山
梨
県
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

守　
　

屋　
　
　
　
　

守　
　

　
　
　

山
梨
県
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
管
理
規
定
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
の
表
定
期
健
康
診
断
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

定
期
健
康
診
断

イ　

問
診

ロ　

身
長
、
体
重
、
腹
囲
及
び
視
力

ハ　

胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査

ニ　

尿
検
査

ホ　

血
圧
測
定

ヘ　

診
察

　

第
十
二
条
の
表
胃
検
診
の
項
中
「
胃
エ
ッ
ク
ス
線
間
接
撮
影
」
を
「
胃
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
」
に
改

め
、
同
表
肺
が
ん
検
診
の
項
中
「
胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
間
接
撮
影
の
再
読
影
」
を
「
胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検

査
の
再
読
影
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

大
腸
が
ん
検
診

イ　

問
診

ロ　

便
潜
血
検
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
ル　

腎
機
能
検
査

　

第
十
二
条
の
表
生
活
習
慣
病
健
康
診
断
の
項
中
「
ル　

保
健
指
導
」
を　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヲ　

保
健
指
導　

」

め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、　

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


